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不
妊
検
査
、
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る

夫
婦
へ
経
済
的
な
援
助
を
行
う
た
め
に
、

不
妊
治
療
な
ど
に
掛
か
る
経
費
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

◇
対
象
者

　

阿
久
比
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
す
で
に

婚
姻
の
届
け
出
を
し
、
引
き
続
き
婚
姻
関

係
に
あ
る
夫
婦
。

◇
補
助
内
容
な
ど

◇
申
請
手
続

◎　

不
妊
治
療
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
医

師
の
証
明

◎　

医
療
機
関
で
不
妊
検
査
・
治
療
を
受

け
る
ご
と
に
、
本
人
負
担
額
の
記
入
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
院
外
処
方
の
場
合

は
薬
局
で
本
人
負
担
額
の
記
入
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

◎　

治
療
費
の
領
収
書
を
保
管
し
、
申
請

時
に
保
険
課
医
療
年
金
係
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

◎　

助
成
金
の
申
請
は
年
度
（
三
月
か
ら

翌
年
二
月
ま
で
の
検
査
・
治
療
分
）
に

一
回
で
、
そ
の
年
度
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

検
査
・
治
療
を
終
了
し
継
続
す
る
予
定

の
な
い
場
合
は
、
随
時
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。

◎　

申
請
者
は
、
夫
婦
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
方
で
ま
と
め
て
保
険
課
医
療
年
金
係

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

《
助
成
金
の
交
付
申
請
に
必
要
な
も
の
》

①　

阿
久
比
町
一
般
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）

②　

阿
久
比
町
一
般
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
受
診
等
証
明
書
（
様
式
第
２
号
）

③　

領
収
書
（
原
本
）

④　

健
康
保
険
証

⑤　

印
鑑

⑥　

申
請
者
本
人
の
口
座
確
認
が
で
き
る

も
の
（
郵
便
局
は
除
く
）

※　

改
正
前
の
助
成
は
従
前
の
方
法
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
課
医
療
年
金
係

　

�
（
４
８
）
１
１
１
１
（
内
２
５
７
）

不妊検査または不妊治療を
受けている夫婦

対 象 者

不妊検査・治療・人工授精（保
険診療の範囲内＋人工受精）

助 成 対 象

２年（継続して年度に１回
申請）まで

助 成 期 間

産科、婦人科、産婦人科、
泌尿器科、皮膚泌尿器科

実施医療機関

無し所 得 制 限
本人負担額の２分の１で
５０,０００円を限度（年度１回）

助 成 金 額

　

小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
医
療
費
の
助

成
に
加
え
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
卒
業
ま

で
の
児
童
・
生
徒
を
対
象
に
、
入
院
医
療

費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

助
成
の
内
容

①　

小
学
校
就
学
前
（
六
歳
に
達
す
る
年

度
の
末
日
ま
で
）
の
乳
幼
児

　
　
　
　
　
　

�

　
　

保
険
診
療
に
よ
る
自
己
負
担
分
の
医

療
費
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

②　

小
学
校
入
学
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で

の
児
童
・
生
徒

　
　
　
　
　
　

�

　
　

入
院
に
よ
る
保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
を
申
請
に
よ
り
助
成
し
ま
す
。

※　

高
額
療
養
費
、
付
加
給
付
金
の
支
給

が
あ
る
場
合
は
、
助
成
か
ら
除
外
し
ま

す
。

※　

入
院
時
の
食
事
代
や
容
器
代
な
ど
の

保
険
診
療
の
利
か
な
い
も
の
は
、
助
成

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

助
成
を
受
け
る
に
は

①　

小
学
校
就
学
前
（
六
歳
に
達
す
る
年

度
の
末
日
ま
で
）
の
乳
幼
児

　
　
　
　
　
　

�

　
　

事
前
に「
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

健
康
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
し
、
保
険

課
医
療
年
金
窓
口
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。

②　

小
学
校
入
学
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で

の
児
童
・
生
徒

　
　
　
　
　
　

�

　
　

次
の
も
の
を
持
参
し
、
保
険
課
医
療

年
金
窓
口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

・
小
中
学
生
医
療
費
助
成
申
請
書
（
保
険

課
医
療
年
金
窓
口
で
配
布
）

・
健
康
保
険
証
（
対
象
児
童
・
生
徒
が　

加
入
済
み
で
あ
る
こ
と
）

・
印
鑑

・
医
療
費
の
領
収
書
（
対
象
者
の
氏
名
、

入
院
期
間
、
保
険
診
療
点
数
、
医
療
機

関
名
が
明
記
し
て
あ
る
も
の
）

・
保
護
者
名
義
の
口
座
番
号
な
ど
が
分
か

る
も
の
（
郵
便
局
は
除
く
）

医
療
費
の
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
る
も
の

（
小
学
校
就
学
前
ま
で
）

①　

県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合

②　

治
療
材
料
（
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
）
を

作
成
し
た
場
合

◇
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
課
医
療
年
金
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
５
７
）

中学校卒業まで 
  入院医療費を助成 
中学校卒業まで 
  入院医療費を助成 
中学校卒業まで 
  入院医療費を助成 

町
で
は
不
妊
治
療
費
の
助
成
を
平
成
十
八
年
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
九
年
九
月
か
ら
助
成
内
容
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（平成１９年９月１日改正）


